
 

日薬業発第 357 号 

令和７年 12 月 18 日 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

 

オンライン資格確認の導入のための 

医療機関・薬局への財政支援の申請期限延長について 

（周知依頼） 

 

 

標記について、厚生労働省保険局医療介護連携政策課から別添のとおり連絡

がありましたのでお知らせいたします。   

オンライン資格確認の導入のための医療機関・薬局への財政支援につきまし

ては、令和７年５月 15 日付け日薬業発第 48 号にてご案内したところです。 

今般、より多くの医療機関・薬局が財政支援を活用してオンライン資格確認

の環境を整備できるよう、別添の別添１から４の申請期限が令和８年１月 15

日→１月 31 日まで延長されました。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知くださいますよう宜し

くお願い申し上げます。 

 

 

（別添） 

・オンライン資格確認の導入のための医療機関・薬局への財政支援の申請期限

延長について（周知依頼） 

(令和７年 12 月 15 日付け事務連絡、厚生労働省保険局医療介護連携政策課) 

 

 



事 務 連 絡 

令和７年 12 月 15 日 

 

公益社団法人 日本医師会 

公益社団法人 日本歯科医師会 

公益社団法人 日本薬剤師会 

一般社団法人 日本病院会 

公益社団法人 全日本病院協会 

一般社団法人 日本医療法人協会 

公益社団法人 日本精神科病院協会 

 

 

厚生労働省保険局医療介護連携政策課 

 

 

オンライン資格確認の導入のための 

医療機関・薬局への財政支援の申請期限延長について 

（周知依頼） 

 

 

日頃より、医療保険行政の推進にご協力いただき、厚く御礼を申し上げます。 

医療機関・薬局においてオンライン資格確認が導入され、患者がマイナ保険証を利用

できる環境を整えるため、訪問診療等を行う医療機関等におけるオンライン資格確認の

導入のための財政支援について、「オンライン資格確認の導入のための医療機関・薬局へ

の財政支援について」（令和７年５月 12 日付厚生労働省保険局医療介護連携政策課）に

て、補助金額等の詳細お示ししていたところです。 

今般、より多くの医療機関・薬局が財政支援を活用してオンライン資格確認の環境を

整備できるよう、別添１～４の補助金の申請期限について、下記のとおり延長すること

といたしました。 

貴会におかれましては、これらの内容についてご了知いただくとともに、貴会員に対

し周知いただきますよう、特段のご配慮をお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．対象となる補助金（別添１～４） 

・訪問診療等（訪問診療若しくは訪問薬剤管理指導） 

・オンライン診療等（オンライン診療若しくはオンライン服薬指導） 

・外来診療等（通常とは異なる動線・機器故障時等の資格確認） 

・義務化対象外施設 

 

２．申請期限の変更 

（変更前）令和８年１月 15日  → （変更後）令和８年１月 31 日 

 

 

  



参考１：訪問診療等の概要 

https://iryohokenjyoho.service-

now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010110 

 

参考２：オンライン診療等の概要 

https://iryohokenjyoho.service-

now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010235 

 

参考３：外来診療等（通常とは異なる動線・機器故障時等の資格確認）の概要 

https://iryohokenjyoho.service-

now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011705 

 

参考４：義務化対象外（紙レセプト請求等）の保険医療機関・薬局向けオンライン資格

確認（資格確認限定型）の概要 

https://iryohokenjyoho.service-

now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010117 

 

 

以上 

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010110
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010110
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010235
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010235
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011705
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011705
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010117
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010117


訪問診療等におけるオンライン資格確認の概要

訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み（居宅同意取得型）では
• モバイル端末等によるオンライン資格確認が可能となり、患者宅等でも保険資格を確認できるようになりました。
• ２回目以降の訪問においては、当該医療機関等との継続的な関係のもと訪問診療等が行われている間、
医療機関等において再照会機能を活用した資格確認を行うとともに、薬剤情報等については、初回時の患
者の同意に基づき取得可能です。

※２回目以降は、医療機関・薬局にて、初回訪問時に取得した被保険者証番号等を用いた資格情報等の照会も可能です。
※初回訪問時にマイナンバーカードによる本人確認を行い同意取得を確認します。 ２回目以降は、初回時の同意に基づき診療/薬剤情報等について閲覧可能です。
※往診においては、訪問の都度、資格確認を行うとともに、薬剤情報等の提供に係る同意取得を行うこととなります。
※生活保護の医療扶助における医療券情報も閲覧対象となります。詳細は以下リンクからご確認ください。
医療扶助の導入・運用方法

患者

１

マイナンバーカード

目視確認または４桁の暗
証番号の入力による本人
確認を行った上、マイナン
バーカードをモバイル端末

にかざす。

※基本的に
マイナンバーカードは

預からない

３

医療関係者

初回訪問時に診療/薬剤情報等の提供に関する同意を取得 同意取得後、継続的に訪問診療等が行われている間、
最新の資格情報の取得が可能

患者宅等 医療機関・薬局

資格情報等

オンライン資格確認
等システム

支払基金・国保中央会

医療機関等コードを元
に資格情報等を取得

２

患者の
資格情報を

取得・確認
モバイル端末等

別添１

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010114


訪問診療等における医療機関・薬局に対する財政支援
（地域診療情報連携推進費補助金）

⚫医療機関・薬局における居宅同意取得型の利用に必要な以下の費用を支援する。

① 患者宅等でのマイナンバーカードの読取や資格確認等のためのモバイル端末等の導入

② レセプトコンピュータの改修等

１．事業内容

２．補助内容

補助率
補助限度額

（訪問診療・訪問服薬指導等）

病院 １／２ 41.1万円
事業額上限82.2万円

大型チェーン薬局 １／２ 8.5万円
事業額上限17.1万円

診療所・薬局 ３／４ 12.8万円
事業額上限17.1万円

※ 事業額上限は、モバイル端末：4.1万円、レセプトコンピュータの改修等：78.1万円（病院）／13万円（診療所・薬局）

※訪問診療等とオンライン診療等の両方を導入した場合は、両方の財政支援をご活用いただけます。

⚫令和８年１月31日まで

3．補助金の申請期限



オンライン診療等におけるオンライン資格確認の概要

オンライン診療等におけるオンライン資格確認の仕組み（居宅同意取得型）では
• マイナンバーカードを利用して患者自身のモバイル端末等やPCを用いて、マイナ在宅受付Webを通じ
て資格情報等を取得することができます。

• マイナンバーカードを活用して情報閲覧の同意を患者から取得すると、医療機関・薬局内では同意取
得時からオンライン診療等の実施日の翌日末まで診療/薬剤情報・特定健診情報の取得が可能とな
りました。

患者宅等

3
患者自身のモバイル
端末またはPC

（マイナポータルのアプリの
インストールが必要）

患者

マイナンバーカード

オンライン
診療等アプリ

１

2

患者のオンライン診療等アプリ

からマイナ在宅受付

Webを起動

患者の

診療/薬剤情報等の
提供同意を登録

４桁の暗証番号の入力
による本人確認を行った
上、マイナンバーカードをモ
バイル端末にかざす。

マイナ在宅

受付Web

サービス

医療機関等コードを元
に資格情報等を取得

4
資格情報等

同意取得からオンライン診療等の実施日の翌日末まで、医療機関・薬局内のレセプ
トコンピュータ等を用いて、医療機関等コードを元に被保険者番号等を取得可能

• 氏名、性別、生年月日、住所

• 被保険者証区分

• 被保険者記号番号/枝番/証区分

• 被保険者証有効開始/終了年月日

• 保険者名称

• 負担割合情報

オンライン資格確認等
システム

医療機関・薬局支払基金・国保中央会

医療機関・薬局にて取得可能な情報例

※生活保護の医療扶助における医療券情報も閲覧対象となります。
詳細は以下リンクからご確認ください。
医療扶助の導入・運用方法

別添２

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010114


オンライン診療等における医療機関・薬局に対する財政支援
（地域診療情報連携推進費補助金）

⚫医療機関・薬局における居宅同意取得型の利用に必要な以下の費用を支援する。

➢ レセプトコンピュータの改修等

１．事業内容

２．補助内容

補助率
補助限度額

（オンライン診療・オンライン服薬指導）

病院 １／２ 39万円
※事業額上限78.1万円

大型チェーン薬局 １／２ 6.5万円
※事業額上限13万円

診療所・薬局 ３／４ 9.7万円
※事業額上限13万円

※ 事業額上限は、レセプトコンピュータの改修等：78.1万円（病院）／13万円（診療所・薬局）

※訪問診療等とオンライン診療等の両方を導入した場合は、両方の財政支援をご活用いただけます。
※オンライン診療等と通常とは異なる動線（機器故障時等を含む）は同様のシステムとなるため、いずれかでシステム改修を行っている場合は追加
での改修は不要であり、追加での補助対象となりません。

⚫令和８年１月31日まで

3．補助金の申請期限



外来診療等（通常とは異なる動線・機器故障時等）におけるオンライン資格確認

通常とは異なる動線で資格確認を行う必要がある場合や、機器（顔認証付きカードリーダー）故障時や、
車いす等の利用者や高齢者・障害者など、顔認証付きカードリーダーの操作が困難な場合等には、モバイル
端末等を活用することでオンライン資格確認が可能になります。
通常とは異なる動線の主な利用用途としては以下のケースが考えられます。

①発熱や風邪症状のある患者に対して、通
常とは異なる動線で資格確認を行うケース

②緊急入院により受付窓口で資格確認を
行わずに入院した場合の資格確認を病室に

おいて実施するケース

③車内に患者がいる状態で診療や
服薬指導等を実施するドライブスルー方式

の運用を行っているケース

発
熱
等
の
症
状
が

あ
る
方
の
受
付

別添３



外来診療等（通常とは異なる動線・機器故障時等）におけるオンライン資格確認

外来診療等（通常とは異なる動線・機器故障時等）におけるオンライン資格確認の仕組みでは
• マイナンバーカードとモバイル端末等を用いることで、資格情報等の取得が可能となります。
• マイナンバーカードを活用して情報閲覧の同意を患者から取得すると、医療機関・薬局内では同意情報登録後
から診療日の翌日末まで診療/薬剤情報・特定健診情報の取得が可能となりました。

患者

１

マイナンバーカード

目視確認または４桁の暗
証番号の入力による本人
確認を行った上、マイナン
バーカードをモバイル端末

にかざす。

※基本的に
マイナンバーカードは

預からない

３

医療関係者

診療/薬剤情報等の提供に関する同意を登録 同意情報登録後から診療日の翌日末まで、医療機関・薬局内のレセプトコンピ
ュータ等を用いて、医療機関等コードを元に被保険者番号等を取得可能

医療機関・薬局 医療機関・薬局

資格情報等

オンライン資格確認
等システム

支払基金・国保中央会

医療機関等コードを元
に資格情報等を取得

２

医療関係者または患者の

モバイル端末等

（カード読み取り機能付きのスマ
ートフォン・タブレット。マイナポータ
ルのアプリのインストールが必要）

レセプトコンピューター等にて取得可能な情報例
• 氏名、性別、生年月日、住所
• 被保険者証区分
• 被保険者記号番号/枝番/証区分
• 被保険者証有効開始/終了年月日
• 保険者名称
• 負担割合情報

患者の

診療/薬剤情報等
の提供同意を登録

※生活保護の医療扶助における医療券情報も閲覧対象となります。
詳細は以下リンクからご確認ください。
医療扶助の導入・運用方法

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010114


居宅同意取得型の資格確認を行う医療機関・薬局に対する財政支援
（地域診療情報連携推進費補助金）

⚫ 医療機関・薬局における居宅同意取得型の利用に必要な以下の費用を支援する。

① 顔認証付きカードリーダーの故障時等にマイナンバーカードの読取や資格確認等のためのモバイル端末
等の導入

② レセプトコンピュータの改修

１．事業内容

２．補助内容

補助率
補助限度額

（居宅同意取得型で資格確認を行う
医療機関・薬局）

病院 １／２ 41.1万円
事業額上限82.2万円

大型チェーン薬局 １／２ 8.5万円
事業額上限17.1万円

診療所・薬局 ３／４ 12.8万円
事業額上限17.1万円

※ 事業額上限は、モバイル端末：4.1万円、レセプトコンピュータの改修：78.1万円（病院）／13万円（診療所・薬局）

※既に通常とは異なる動線での居宅同意取得型の利用について補助を受けている医療機関等は、追加の改修を行わなくても、機器故障時等において居宅
同意取得型の利用が可能であり、追加での補助対象となりません。

⚫令和８年１月31日まで

3．補助金の申請期限



オンライン資格確認義務化対象外の医療機関・薬局における
オンライン資格確認（資格確認限定型：簡素な資格確認の仕組み）の概要

マイナンバーカードを
端末にかざし、
本人確認

患者の資格情報を

取得

患者

１

マイナンバーカード パソコン・スマートフォン・
タブレット

２

医療関係者

医療機関・薬局

資格情報

オンライン資格確認等システム

支払基金・国保中央会

オンライン資格確認（資格確認限定型：簡素な資格確認の仕組み）とは、マイナンバーカードを用いて 利用者の資格情報のみを取得
できる仕組みです（利用者の診療情報等は取得しません）。

実施機関が配信する専用のアプリ（マイナ資格確認アプリ）を、事前に利用申請したパソコンやスマートフォン、タブレットに登録（インスト
ール）していただき、必要に応じて市販の汎用カードリーダーと組み合わせることにより、マイナンバーカードを読み取ってオンライン資格確認
を行うことが可能となります。

※基本的にマイナンバーカード
は預からない

別添４



オンライン資格確認の義務化対象外施設における保険資格確認の方法について

• 令和７年（2025年）12月１日で従来の健康保険証の有効期限が満了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用すること
（以下「マイナ保険証」という。）を基本とする仕組みに移行しました。

• これからの医療機関等の窓口での取扱いとしては、以下のとおりです。

✓ オンライン資格確認を未導入の場合は、マイナ保険証のみでは資格情報の確認ができないため、利用者には「マイナポータルの画
面（医療保険の資格情報）」又は「資格情報のお知らせ」をあわせて提示いただく必要があります。

✓ 一方、オンライン資格確認（資格確認限定型：簡素な資格確認の仕組み）を導入済みの場合は、マイナ保険証のみで資格
情報を確認できるという点も踏まえ、ぜひ導入をご検討ください。

マイナポータル画面

※マイナポータルからダウン
ロードしたPDFファイルも可

医療保険の
資格情報

保険者名 ●●組合

負担割合 ３割

氏名 山田花子
＋

資格情報のお知らせ

●●組合

氏名 山田花子
負担割合 ３割

資格情報のお知らせ

受診の際
マイナ保険証が必要

＋

オンライン資格確認未導入の場合 オンライン資格確認（資格確認限定型）導入済の場合

マイナ保険証

※何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合、

「マイナポータル画面（PDF含む）＋マイナンバーカード」

または「資格情報のお知らせ＋マイナンバーカード」で

資格確認を実施

資格確認書

資格確認書
有効期限

XXXX

氏名 山田太郎
負担割合 ３割
保険者名 ●●●

資格確認書

資格確認書
有効期限

XXXX

氏名 山田太郎
負担割合 ３割
保険者名 ●●●



⚫オンライン資格確認（資格確認限定型：簡素な資格確認の仕組み）に必要な機器（パソコン等に接続

する汎用カードリーダー、タブレット・スマホ等のモバイル端末等の機器）の導入を支援する。

１．事業内容

補助金の申請には、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にアカウント登録と申請が必要。

オンライン資格確認（資格確認限定型：簡素な資格確認の仕組み）
に対する財政支援（地域診療情報連携推進費補助金）

⚫補助額は最大3.1万円（事業費に対し３／４の補助）

２．補助内容

※対象の機種については、以下の「（更新）【お知らせ】マイナ資格確認アプリを利用する際に必要な機器について」をご確認ください。
（更新）【お知らせ】マイナ資格確認アプリを利用する際に必要な機器について（クリックでポータルサイト掲載記事へ）

⚫令和８年１月31日まで

3．補助金の申請期限

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=cc1656d647091e94450493c4116d438d&spa=1

